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平成 21 年 10 月 14 日 

 

各  位 

会 社 名 株式会社 ウエストホールディングス 

本社所在地 広島市西区楠木町一丁目 15 番 2 4 号

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長   吉   川    隆

 （コード番号：1407）

問 合 せ 先 ＜広島本社＞  

 代表取締役専務 広島本社管理統括本部管掌

  永 島 歳 久

    電話番号 082-503-3900（代表）

 ＜東京本社＞ 

 常 務 取 締 役 東京本社管理統括本部管掌

  池 田 直 人

     電話番号 03-5358-5757（代表）

 

子会社に係わる事業の全部の休止に関するお知らせ 

 

  
当社は、本日開催の取締役会において、当社の子会社である松本建設株式会社の全部の事業を平成

21 年 10 月 14 日付で休止することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 

 

１． 事業の全部の休止に至った経緯 

 

当社グループは、平成 20 年８月期まで戸建住宅からマンション・ビルまであらゆる建物のメン

テナンス・リフォームに対応できるよう、さらには不動産の再生・開発まで事業領域を拡大してま

いりましたが、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的金融市場の混乱等の影響により、

これら事業を取り巻く経営環境が急激に悪化したことに伴い、平成 21 年８月期には、迅速かつ柔

軟な対応できる経営組織体制を活かして、事業のスクラップアンドビルドを強力に推進してまいり

ました。 

具体的には、主に株式会社骨太住宅が担う建物保全型リフォーム（屋根、外壁、耐震工事等）と

主に株式会社サンテックと株式会社ハウスケアが担う環境対応型リフォーム（太陽光発電システム

オール電化の販売施工）に経営資源を集中する一方で、主に株式会社明野住宅が担う戸建住宅事業

の大幅縮小と主に松本建設株式会社が担う土地・建物開発事業及び土木事業からの撤退を方針とす

る当社グループ全体の事業の再構築に注力してまいりました。 

この方針に基づき松本建設株式会社においては、受注活動の全面的停止、公共土木・建設工事の

完成引渡しの促進、人材のグループ他社への異動、そしてこれからリストラクチャリングによる損

失処理を平成 21 年８月期末日までに実施してまいりました。 

そして今般、今後の当社グループ運営に全く支障をきたさないものと判断したことから、松本建

設株式会社の事業の全部の休止を本日開催の取締役会で決議した次第であります。 
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２． 事業の全部を休止する子会社の概要 

 

（１）商         号 ： 松本建設株式会社 

（２）本  店  所  在  地 ： 広島県広島市 

（３）代表者の役職 ・ 氏名 ： 代表取締役社長 中原 健次 

（４）事  業    内  容 ： 建設・土木事業全般 

（５）資  本  金  の  額 ： 20,000,000 円 

（６）設  立  年  月  日 ： 平成 18 年５月 24 日 

（７）大株主 及 び 持株比率 ： 株式会社ウエストホールディングス 100％ 

（８）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態            （単位：百万円） 

 19／８期 20／８期 21／８期 

売上高 4,448 4,932 2,178

営業利益 78 △35 △0

経常利益 68 △35 △420

当期純利益 31 △65 △358

純資産 64 △2 △360

総資産 2,439 2,941 822

 

 

３． 日程 

 

取締役会決議     ：平成 21 年 10 月 14 日 

  事業全部の休止の開始日：平成 21 年 10 月 14 日 

 

４． 今後の見通し 

 

松本建設株式会社の事業全部の休止に伴う損失処理を含む会計上の対応は全て平成 21 年８月期

末日までに終了しており、平成 22 年８月期の連結業績に及ぼす影響はありません。 

 

 

 

以  上 

 

 


